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［要約］本発表は、山梨県内の中部横断自動車道北部区間（未開通）をケーススタディに、高速

道路開発が与える地域への影響について研究した卒業論文を基にしている。同論文では、当該開

発計画の概要や現時点で判明しているメリット・デメリットを整理し紹介した。その上で、北杜市など

で行われた沿線住民向け説明会の議事録や公開資料等の分析を行い、さらに「中部横断自動車

道八ヶ岳南麓新ルート沿線住民の会」に対するインタビュー調査結果も踏まえ、対象地域内で可視

化されていない利益を得る対象と被害を受ける対象(受益圏・受苦圏)を舩橋他（１９８５）に依拠し

つつ明らかにした。 

受益圏が広域的かつ抽象的に拡散する一方、実質的に被害を受けるエリアに相当する受苦圏

は局所的かつ具体的に形成されていた。2025 年 1 月現在、中部横断道北部区間は最終ルートが

確定しないままであり、まだ建設前につき、受益圏・受苦圏の構造や範囲が変動する可能性から、

それらが重なる場合と分離する場合がありうる。今回の事例から、受益圏・受苦圏の構造が地域社

会に発生すると、修復できない亀裂が生まれ、住民間の分断を不可逆的なものとすることが判明し

た。 
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１. はじめに 

本研究は、受益圏・受苦圏がみられる高速

道路開発の一例として、静岡県を起点として山

梨県を経由し、長野県とを結ぶ中部横断自動

車道（以下、中部横断道）の山梨県内の北部

区間通過地域（未開通）を扱う。対象地域内

で可視化されていない受益圏・受苦圏を表出

させると共に、同開発計画の停滞要因につい

て分析した。過去の高速道路開発における類

似事例や、周辺地域の市議会や住民向け説明

会等の議事録、現地でのインタビュー調査を併

用して実態を明らかにする。 

 

２. 中部横断道北部区間の概要 

 

図 1  中部横断自動車道北部区間ルート案 

出典：山梨県ホームページ 



 

  本論文で言及する山梨県内を通過予定の

中部横断自動車道北部区間は、中央自動車

道i 長 インターチェンジ（以下、IC）付近を起

点に、開通済みの長野県側の中部横断自動

車道北部区間の八千穂高原 IC へ接続する

40 キロ部分を指す（図 1）。 

 

3.  中部横断道のメリット・デメリット 

  国土交通省、山梨県、中日本高速道路株式

会社（以下、NEXCO 中日本）の公開資料をも

とに中部横断道計画がもたらすメリット、デメリ

ットについて整理する。まず、中部横断道のメリ

ットは 3 つ挙げられる。①移動時間短縮による

利便性の向上、②道路の安全性や信頼性の

向上による事故や災害時のリスク低下、③周

辺地域の経済活性化である。一方で、デメリッ

トも 3 つ、挙げられる。（1）環境破壊と景観破

壊、（2）財産権の侵害、（３）（仮称）長 ジャ

ンクション（以下、JCT）における交通事故発生

リスクである。 

 

4． 受益圏・受苦圏とは 

 

図 2  「新幹線公害」の受益圏・受苦圏 

出典：舩橋晴俊他（1985）『新幹線公害   

高速文明の社会問題』p.77 

 

受益圏・受苦圏とは、舩橋によると「ある社

会資本の建設に伴う受益者の集合を受益圏と

呼び、受苦圏者の集合を受苦圏と呼ぶ」視点

のことである。高速交通公害の代表例である、

東海道新幹線を分析する概念として誕生して

おり、本事例も高速道路という社会資本の建

設によって発生しうるため、援用可能である。ま

た、公害の加害者（受益者）と被害者（受苦者）

の関係性を図 2 のように示すことで、平面図に

よって受益圏・受苦圏の重なりや広がり、立面

図によって受益圏・受苦圏の深浅を可視化で

きる。 

 

5.  議事録とインタビュー分析 

5-1.  議事録等公開資料の分析 

「国土交通省関東地方整備局関東地方小

委員会」と同会のメンバーによる「ワーキング

グループ」、行政による「地元への説明会」の

それぞれの議事録をとおして、行政側は「住民

への説明会にて丁寧に説明し合意を得ていき

たい」とする反面、住民側は「ルート帯の急な

変更や説明会の内容が不十分である」として

行政の説明等に納得せず、行政と住民間で意

見の乖離が起きていることが読み取れた。後

述する議事録とインタビュー調査の知見を比

較分析する際は、この点に注目した上で論じる。 

 

5-2.  インタビュー調査の分析 

中部横断道計画北部区間への理解を深め、

当事者のいわゆる「生の声」を反映させた事

例分析を行うため、2025 年 10 月 28 日   

の 13 時から 16 時、山梨県北杜市大泉総合

会館にて「中部横断自動車道八ヶ岳南麓新ル

ート沿線住民の会」へのインタビューを実施し

た。同会は、2012 年 12 月に結成以来、13 年

以上にわたり地元で活動を行っている北杜市



 

民による住民運動である。インタビューは共同

代表 3 名に対して行った。 

インタビューを通して、「既設の国道 141 号

の整備改修に住民の半数以上が賛成」、「中

部横断道計画に住民の声が十分に反映され

ていない」、「同計画をめぐる住民間の分断が

一部で見られている」、「同計画に懐疑的な意

見を持つ団体や個人に対する誤解が生じてい

る」といった主に４つの知見が得られた。 

 

6.  考察 

公開資料と「中部横断自動車道八ヶ岳南麓

新ルート沿線住民の会」インタビューの分析よ

り、中部横断道北部区間計画における受益

圏・受苦圏の構造を考察した。 

公開資料からは、行政が計画段階評価の試

行のもとで地元住民からの意見を聴取しなが

ら手続きを進めてきた経緯が確認できる一方、

当初の 3 キロルート帯から、1 キロルート帯へ

ワーキンググループによる検討を経て変更され

た後、住民意見がどのように計画に反映され

たのかは明確になっていない。行政は「丁寧な

コミュニケーション」を一貫して行ってきたとす

る一方で、住民側は説明不足や一方的な説明

会進行に不満を抱いており、両者の認識は平

行線をたどったまま現在に至る。 

インタビュー調査からは、新たな高速道路区

間の開発よりも既存の国道 141 号整備を支

持する地元住民が少なくないこと、計画案に対

する住民の意見が十分に反映されていないこ

と、計画への賛否をめぐる地域内の分断、さら

に反対意見への誤解iiが存在することが明らか

となった。これらは相互に関連しあい、対立構

造を深める要因となっていた。 

受益圏は国・NEXCO、山梨県・北杜市、関

連企業、周辺商業・観光施設、高速道路利用

者など広域かつ抽象的に及ぶ一方、受苦圏は

主に沿線住民であり、受益圏と比較して局所

的かつ景観破壊や所有する土地の収用や立

ち退き要求などの財産権の侵害といった具体

的な被害をもたらすと考察する。 

さらに、期待された利益が十分に実現しなけ

れば受益圏は縮小し、被害のみが残る可能性

が残ると考察される。 

 

7.  おわりに 

現段階での中部横断道北部区間は、1 キロ

ルート帯を元にしたルート案を都市計画案とし、

都市計画決定のための準備が進められている。

2026 年２月には山梨県による都市計画案の

縦覧が始まり、事態は急速に動き出した。 

しかし、住民の声を無視して計画を強行した

場合、受益圏・受苦圏の構造は必ず表出し、沿

線民の居住地域とそうでない地域の分断は不

可逆的なものとなる。このような事態となった

場合、近代日本において発生し、現在でも苦し

みが続いている公害や開発事業のケースから

受益圏たる国や行政、企業は何も学んでいな

いことを意味する。 

さまざまな関係者にとってより良い「中部横

断自動車道」を残すには、ルート案の見直しな

ど、真の意味で地元住民の声を行政が聞くこ

とが重要である。それにより可能な限り、関係

者間における認識や意見の相違を解消した中

部横断道北部区間計画が求められよう。 

筆者自身、卒業後も一山梨県民として本計

画の動向に注視していきたい。 
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ii 反対意見への誤解：中部横断道南麓ルート

に懐疑的な意見を持つ団体や個人(中部横断

自動車道八ヶ岳南麓ルート沿線住民の会な

ど)は高速道路そのものに反対しているわけで

はなく、「八ヶ岳南麓に高速道路を通すこと」に

反対しており、真っ向から中部横断道に反対し

ているわけではない。しかし、メディアや行政は

これを「反対派」とし二局的な分断を助長して

いる。 




